
地震による倒壊等の危険性のある空家の除却を支援し、地域の生活環境の保全及び安全
安心なまちづくりの推進を図るため、市内に存する旧耐震空家の除却について補助金を
交付します。補助金の利用をお考えの方は、必ず事前に申請をしてください。

善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金

● 対象となる物件

市税を滞納していない下記のいずれかに該当する個人
□ 空家の所有者
□ 空家の相続人 など
※複数の相続人がいる場合で、除却について同意が得られない場
合は対象外

事業の流れ

業者見積

事前協議

申請書の提出

審査・交付決定

工事着手・実施

実績報告の提出

現地確認・審査

補助金交付

● 申請できる方

● 補助内容

● 補助金額

● その他

□ 一戸建て、長屋建て又は共同建ての住宅（併用住宅の場合は住宅
以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの
に限る）であること

□ 市内に存する、１年以上継続して使用されていない旧耐震の空家
であること（旧耐震とは、昭和５６年５月３１日以前に建築され
ていた建築物又は同日以前に着工された建築物）

□ 過去に補助金の交付を受けた空家でないこと
□ 公共事業等による移転、建替え等の補償に関連しないこと
□ 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないこと
□ 不動産販売、貸付等を行う者が、その目的のために除却を行う

ものでないこと
□ 建替えを目的とした除却でないこと など

対象空家の解体にかかる費用が補助対象となります。 同一敷地内に
ある納屋の解体費や樹木の伐採費等は対象外です。

□ 除却は交付決定後に着手し、申請年度の２月末日までに実績
報告書の提出が可能であること

□ 本補助金の交付は、同一の申請者につき１回限り
□ 除却業者は市内事業者に限る
□ 原則、同一敷地内すべての建築物、樹木、ブロック塀等を除

却し、更地にすること

事業は、必ず交付決定後に着手してください。
着手後の事後申請は受付できません。

申請書類、工事の内容などについては、下記連絡先にお問い合わせください。

善通寺市 くらし支援課 電話：０８７７ - ６３ - ６３４３お問合せ

補助対象事業費の1/4（上限50万円）
※ただし、国が定める標準除却工事費と比較して少ない額を採用


